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米の将来価格に関する実務者勉強会とりまとめ 

 

１ はじめに 

○ 生産者、集荷業者、卸売業者及び実需者といった米の生産や流通に関わる事業者（以

下「各事業者」という。）は、収穫量の増加・減少リスクや価格変動リスクにさらされ

ており、川上川下を問わず、安定した価格・数量での取引を求めている。 

〇 安定した価格・数量での取引を拡大していくためには、予め価格・数量を定めた、複

数年契約などの事前契約の拡大等が課題となるが、現状では、事前に定めた価格が受渡

時点での現物価格と乖離することにより「勝ち」「負け」が生じることを憂慮し、価格

を定めた事前契約が伸長していない。 

○ こうした状況において、米の将来価格の動向が分かれば、事前契約の締結に際して価

格決定の一助となるほか、生産者が需要に応じた生産を行う際の判断材料の一つとなる

ことが期待されるため、米の現物取引を補完する観点から、将来価格の動向を把握する

ための方法について各事業者の目線で検討し、その内容を取りまとめたものである。 

 

２ 将来価格が明らかになる意義 

〇 一般的に言って、米の価格動向がどのようになるかについては、幅広い関係者の関心

の高いところである。将来的に広く社会で共有できる指標としての将来価格が明らかに

なれば、生産者は、米の品種選択や麦、大豆等との作物選択の参考とすることができる

ほか、川上と川下との間でも将来価格の相場感が共有されることが期待される。 

○ また、関係者の経営の視点に立っても、 

・生産者であれば、播種前に（場合によっては複数年間にわたって）売上げの予想が立

つことで、設備投資に必要な資金計画を立案することができ、中長期的な見通しをも

って経営を行うことが可能となり、 

・卸売業者や実需者であれば、原料価格の見込みが事前に得られることで、商品設計に

おいて費用と利益をより正確に見積もることが可能となる。 

さらに、将来的に産地品種銘柄ごとに需給状況や期待に基づく将来価格が形成される

こととなれば、将来時点の価格交渉の拠りどころとなることで、価格も定めた事前契約 

が拡大することも期待される。 
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３ 予め取引価格を定め得る取引形態 

○ 米の取引は、現在、相対取引が主体であり、わずかながら市場取引が存在している。 

○ こうした中で、米の取引形態を類型化すると、以下のとおりであるが、予め取引価格

を定め得る取引形態としては、現時点で行われている「現物先渡相対取引」と現時点で

は行われていない「現物市場先渡取引」及び「先物市場取引」の３つが想定される。 

 

４ 価格変動リスクを抑えるために複数の米取引を組み合わせて活用する例 

○ 生産者等が将来の価格変動に対するリスク抑制を行う場合の手法のひとつとして、現

物相対取引や現物市場取引に加え、予め取引価格を決めることのできる取引形態（現物

先渡相対取引、現物市場先渡取引及び先物市場取引）を組み合わせて活用することが想

定される。 

○ こうした米取引の組み合わせ活用の具体的方法は様々なものが想定されるが、過去に

実際に行われていた事例などを参考に想定されるいくつかの具体的方法を次のとおり

例示する。 
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【事例１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この事例は、収穫前の時点で売り先を確保するために事前契約に取り組むものの、価格

を取り決めるまでには至らないことが多いという米取引の実態を踏まえた想定事例であ

る。この事例においては、価格取決めがある事前契約をした米に加え、事前契約で予め価

格取決めができなかった米についても先物市場取引で販売することによって、収穫前に将

来価格を決めることができる。 

 

【事例２】 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 

 

○ この事例は、収穫前の時点で、価格取決めのない事前契約を結んだ生産者が、現物価格

の変動に対し、先物市場取引を活用してリスクヘッジを行っていたという実際の事例に基

づく想定事例である。この事例は、先物市場取引の活用によって収穫前に将来価格を決め

ることができるという点で事例①と共通している。 

 

【事例３】 

○ この事例は、生産者が事前契約できなかった米の価格を固定するとともに、収穫期に入

庫する米の量が保管能力を超えないようにすることを目的として、先物市場取引を活用し

ていた実際の事例に基づく想定事例である。この事例においては、生産者は自身の保管能

力を超える量を生産しており、安定供給義務を負わない米（事前契約していない分）につ

いて収穫後速やかに売り渡したいと考えている。先物市場を活用することで、事前契約し

ていなかった米について、価格を決められるだけでなく、受渡しを 10 月に行うと取り決

めておくことで収穫後に速やかに引き渡すことができる。 
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【事例４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この事例は、販売予定数量より多めに仕入れた分の販売先として先物市場取引を活用し

ていた実際の事例に基づく想定事例である。この卸売業者は、品質を重視する百貨店等を

顧客としていることから、専ら指定された生産者から仕入れているという事情がある。こ

の事例においては、取引先から追加の注文があれば、先物市場取引から離脱し、手元の米

をそのまま顧客（百貨店等）に渡すことで、顧客の品質ニーズに応えた納品ができるとい

うメリットがある。 

 

【事例５】 
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○ 新たな現物市場が開場したことによって、現物市場と先物市場のそれぞれの機能を補完

して一体的に行う、新たな米の取引の方法が想定できる。この事例は、その一例であり、

播種前に事前契約できなかった米について、現物市場で販売先が決まるまでの間の価格変

動リスクに備えるため、先物市場を活用するというものである。この事例では、２つの市

場取引を組み合わせることにより、播種前に予め売上げを固定することができる。 

 

【事例６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新たな現物市場が開場したことによって、現物市場と先物市場のそれぞれの機能を補完

して一体的に行う、新たな米の取引の方法が想定できる。この事例は、その一例であり、

価格の取決めは収穫後に行うことを条件に播種前に現物市場先渡取引をした米について、

価格決定までの間の価格変動リスクに備えるため、先物市場を活用するというものである。

この事例でも、事例５と同様に２つの市場取引を組み合わせることにより、播種前に予め

売上げを固定することができる。 
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５ まとめ 

○ 国産米の安定的な取引を持続するためには、需要に応じた生産の推進や、事前契約の

拡大に継続して取り組んでいくことが重要であり、供給側に着目し、再生産可能な価格

水準の確保の重要性について指摘する意見もみられた。 

○ その中で、米取引において将来価格を決めることは、先を見通した経営や需要に応じ

た生産の実現等に寄与するなど、各事業者にとってメリットとなるものと考えられる。 

○ 現物相対取引や現物市場取引に加え、予め取引価格を決めることのできる取引形態

（現物先渡相対取引、現物市場先渡取引及び先物市場取引）を組み合わせて活用するこ

とにより、各事業者が将来の価格変動に対するリスク抑制を行う場合の選択肢が広がる

ことが期待される。 

○ 特に、最近、新たな現物市場が開設されており、米取引の方法に広がりが見られつつ

ある。今後、将来価格を決めることができる取引の選択肢が増え、これが広く関係者が

それぞれの事情に応じ活用するようになることが重要である。 

（以上） 


